


河
口
湖
で
水
上
事
故
救
助
訓
練
を
実
施

草
木
染
体
験
教
室

食
農
教
育
応
援
事
業
で
教
材
を
寄
贈

キ
ッ
チ
ン
ハ
ー
ブ
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
講
習
会

河
口
湖
ハ
ー
ブ
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

大
石
紬
伝
統
工
芸
館
で
体
験
学
習

大
石
紬
伝
統
工
芸
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

４
月
23
日
、
富
士
五
湖
観
光
船
協
会
河
口
湖
支
部
主

催
の
河
口
湖
水
上
事
故
救
助
訓
練
が
実
施
さ
れ
ま
し

た
。
河
口
湖
で
小

型
遊
覧
船
同
士

の
衝
突
に
よ
り

船
が
沈
没
し
た

と
い
う
事
故
を

想
定
し
、
情
報
伝

達
訓
練
、
救
助
・

救
護
訓
練
が
実

施
さ
れ
た
も
の

で
す
。
こ
れ
は
、

現
場
捜
索
や
状

況
伝
達
の
訓
練
、

警
備
艇
、消
防
艇
、

民
間
業
者
の
協

力
に
よ
り
水
難

者
を
救
助
し
、
救
護
体
制
を
確
立
す
る
等
、
関
係
機
関
の

連
携
と
実
践
的
な
訓
練
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
訓
練
終
了
後
は
水
上
安
全
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

た
め
、
関
係
船
舶
の
湖
上
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
た
の
に

続
き
、
河
口
湖
の
水
上
安
全
を
祈
願
し
水
天
宮
で
神
事

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

３
月
26
日
、
町
教
育
委
員
会
に
お
い
て
北
富
士
農
協

協
同
組
合
（
組
合
長
野
沢
明
）
か
ら
町
内
の
小
学
校
に
、

補
助
教
材
「
農
業
と
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
」
と
「
ジ
ュ

ニ
ア
農
林
水
産
白
書
」
各
３
４
０
冊
を
寄
贈
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
Ｊ
Ａ
（
農
協
）
、
信
連
、
農
林
中
央

金
庫
か
ら
な
る
Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
が
、
一
昨
年
前
か
ら
、
全
国

の
子
ど
も
た
ち
に

向
け
て
食
農
教
育

等
の
取
り
組
み
を

実
践
す
る
Ｊ
Ａ
バ

ン
ク
食
農
教
育
応

援
事
業
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
の

事
業
の
一
環
と
し

て
、
子
供
た
ち
が

食
・
環
境
と
農
業

へ
の
理
解
を
深
め

る
き
っ
か
け
と
な

る
こ
と
を
願
い
、

補
助
教
材
と
し
て

制
作
し
た
も
の
で
す
。
授
業
の
中
で
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

３
月
15
日
地
元
の

大
石
小
学
校
４
年
生

が
機
織
体
験
学
習
に

来
て
く
れ
ま
し
た
。
皆

さ
ん
と
て
も
の
み
込

み
が
速
く
上
手
で
ビ

ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
質

問
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
鋭

い
質
問
を
す
る
生
徒

も
い
て
ド
キ
ッ
と
し

な
が
ら
も
楽
し
ま
せ

て
頂
き
ま
し
た
。「
大

人
に
な
っ
た
ら
こ
こ

で
働
か
せ
て
下
さ
い
」

と
頼
も
し
い
一
言
も
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
後
継

者
が
沢
山
増
え
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

　

春
の
息
吹
で
、
シ
ル
ク
ス
カ
ー
フ
を
染
め
ま
し
ょ
う
。

よ
も
ぎ
を
摘
み
取
っ
て
草
木
染

め
し
ま
す
。

■
日　

時　

５
月
21
日
（
金
）　
　

　
　
　
　

 

　

午
前
９
時
〜
正
午

■
料　

金　

３
０
０
０
円

■
持
ち
物　

剪
定
ば
さ
み
、
軍
手

●
問
合
先

　

大
石
紬
伝
統
工
芸
館　

　
　
　
　

℡
76-

７
９
０
１

　

キ
ッ
チ
ン
な
ど
の
日
当
た

り
の
良
い
と
こ
ろ
で
簡
単
に

育
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

夏
の
間
は
食
卓
に
き
れ
い
な

緑
と
気
軽
に
ハ
ー
ブ
が
楽
し

め
ま
す
。

　

ハ
ー
ブ
を
ち
ょ
っ
と
使
う

だ
け
で
い
つ
も
の
料
理
が
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い

■
日　

時　

５
月
22
日
（
土
）
午
後
２
時
か
ら

■
料　

金　

２
０
０
０
円　

■
内　

容　

イ
タ
リ
ア
ン
パ
セ
リ
・
チ
ャ
イ
ブ
・
バ
ジ
ル

　
　
　
　
　

・
ナ
ス
タ
チ
ュ
ー
ム
・
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
・
タ

　
　
　
　
　

イ
ム
等
を
使
い
寄
せ
植
え
を
し
ま
す
。

※
入
荷
状
況
に
よ
り
内
容
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
定　

員　

30
名
（
先
着
順
）

●
申
込
・
問
合
先　

河
口
湖
ハ
ー
ブ
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

℡
72
‐
３
０
８
２



富
士
河
口
湖
町
消
防
団
出
初
式

　

４
月
11
日
に
富
士
河

口
湖
町
消
防
団
出
初
式

が
町
民
運
動
場
で
挙
行

さ
れ
ま
し
た
。
出
初
式
に

お
い
て
、
長
年
に
わ
た
り

消
防
・
防
災
活
動
に
従
事

さ
れ
、
地
域
に
貢
献
さ
れ

た
方
々
へ
の
表
彰
等
も

行
わ
れ
ま
し
た
。

【
消
防
庁
長
官
表
彰
】

　

・
永
年
勤
続
功
労
章

　
　

副

団

長　

　
　
　

朝
比
奈
吉
夫
（
本
部
）

【
日
本
消
防
協
会
長
表
彰
】

　

・
功
績
章

　
　

団　
　

長　

渡
邊
藤
三
（
本
部
）

　

・
精
績
章

　
　

副

団

長　

朝
比
奈
吉
夫
（
本
部
）

【
山
梨
県
消
防
協
会
長
表
彰
】

　

・
甲
種
功
労
章

　
　

副

団

長

渡
邉
正
文 

（
本
部
）

　
　

分

団

長

三
浦
征
治
朗
（
足
和
田)

　

・
乙
種
功
労
章

　
　

分

団

長　

古
屋
修
一
（
小
立
）　

石
川
信
一
（
上
九
一
色)

　
　

副
分
団
長　

梶
原
基
重
（
河
口)

　
　

部　
　

長　

井
出
房
男
（
船
津)

　

外
川
光
一（
船
津)

　
　
　
　
　
　
　

駒
井
茂
孝
（
大
石)

　
　
　
　
　
　
　

倉
澤
良
二
（
勝
山)

　

梶
原
利
晃（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

渡
邉　

太
（
上
九
一
色)

 

【
富
士
・
東
部
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
所
長
表
彰
】

　
　

副

団

長　

外
川　

満
（
本
部
）　

小
佐
野
公
夫
（
本
部
）

　
　
　
　
　
　
　

伊
藤　

昇
（
本
部
）

【
富
士
吉
田
警
察
署
長
・
防
犯
支
部
長
表
彰
】

　

・
防
犯
功
労
章

　
　

分

団

長　

古
屋
修
一
（
小
立
）　
　

古
屋
清
晴
（
河
口)

　
　
　
　
　
　
　

小
佐
野
立
（
勝
山
）

　
　

副
分
団
長　

倉
沢
吉
郎
（
勝
山
）

　
　

部　
　

長　

渡
辺　

剛
（
小
立
）　
　

古
屋
勇
人
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

山
中
直
人
（
小
立
）　
　

渡
辺
幾
弥
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

川
口
圭
治
（
小
立
）　
　

野
澤
光
重
（
河
口)

　
　
　
　
　
　
　

渡
邊
勝
彦
（
河
口)

　
　

鈴
木
秀
明（
河
口)

　
　
　
　
　
　
　

石
川　

忠
（
河
口)

　
　

倉
沢
良
二（
勝
山
）

　
　
　
　
　
　
　

倉
沢
芳
康
（
勝
山
）　
　

大
森
哲
也
（
勝
山
）

　
　
　
　
　
　
　

三
浦　

学
（
足
和
田)

　

渡
辺
卓
雄（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

梶
原
利
晃
（
足
和
田)

　

　
　
　
　
　
　
　

古
谷
勇
人
（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺　

努
（
上
九
一
色)

 

　
　

副

部

長　

阿
尾
貴
行
（
船
津)

　
　

外
川
和
久（
船
津)

　
　
　
　
　
　
　

小
見
山
武
夫
（
河
口)

　

桑
原　

誠（
河
口)

　
　

班　
　

長　

堀
内
真
太
郎
（
大
石)

　

天
野
裕
司（
大
石)

【
富
士
五
湖
消
防
本
部
消
防
長
表
彰
】

　

・
火
災
早
期
発
見
者

　
　

福
田
歌
子
（
上
九
一
色)

 

　

渡
辺
良
吉（
上
九
一
色)

 

　
　

外
川
十
九
（
船
津)

　

小
佐
野
豊
春（
勝
山
）

　

・
初
期
消
火
協
力
者

　
　

福
田
大
日
之
（
上
九
一
色)

 

 【
町
長
表
彰
】

　

・
特
別
功
労
章

　
　

分

団

長　

梶
原
栄
治
（
大
石)

　

古
屋
清
晴（
河
口)

　
　

　
　
　
　
　
　
　

小
佐
野
立
（
勝
山
）　

三
浦
征
治
朗
（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

石
川
信
一
（
上
九
一
色)

 

　
　

副
分
団
長　

倉
沢
吉
郎
（
勝
山
）　

渡
辺
美
男
（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

山
内
吉
夫
（
上
九
一
色)

 

[火遊びによる火災］

管理課　防災係　℡ ７２-６０１３

　ライターによる失火と思われる車両火災で幼い子供たちが亡くなってし

まった痛ましいニュースや子供たちは間一髪助かったものの火を消そうと

した母親がやけどを負ったニュースなど、記憶に新しいところです。

　

　消費者庁・消防庁の調査によると、子どもの火遊びによる火災の発火源

はライターによるものが半数以上にものぼることがわかりました。ライター

は使い捨て式が約９割で、身近にあるライターの管理に十分注意すること

が重要です。

　　「子供の手の届くところにライターを置かない。」

　　「子供にライターを触らせない。」

　　「子供がライターで火遊びをしているのを見かけたら、すぐに注意してやめさせる。」

　　「理解できる年令になったら、子供に火の怖さを教える。」



　

・
功　

績　

章

　
　

分

団

長　

古
屋
修
一
（
小
立
）

　
　

副
分
団
長　

梶
原
基
重
（
河
口)

　

・
一
種
功
労
章

　
　

部　
　

長　

渡
辺　

剛
（
小
立
）　
　

古
屋
勇
人
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

山
中
直
人
（
小
立
）　
　

渡
辺
幾
弥
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

川
口
圭
治
（
小
立
）　
　

駒
井
茂
孝
（
大
石)

　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
宗
利
（
大
石)

　
　

鎌
倉
政
照（
大
石)

　
　
　
　
　
　
　

小
林
健
樹
（
勝
山
）　
　

三
浦　

学
（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
卓
雄
（
足
和
田)

　

梶
原
利
晃（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

古
谷
勇
人
（
足
和
田)
　

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺　

努
（
上
九
一
色)

　

・
二
種
功
労
章

　
　

副

部

長　

西
村　

勇
（
小
立
）　
　

外
川
和
雄
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺　

実
（
小
立
）　
　

相
沢
善
浩
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

倉
沢
准
也
（
勝
山
）　
　

小
林
健
治
（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

望
月
直
幸
（
上
九
一
色)

 

　

　
　
　
　
　
　
　

小
林
文
一
（
上
九
一
色)

 

　

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺　

功
（
上
九
一
色)

 

　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
勝
幸
（
上
九
一
色)

 

　
　

班　
　

長　

飯
室
茂
雄
（
船
津)

　
　

堀
内　

進（
勝
山
）

　
　
　
　
　
　
　

小
佐
野
弘
樹
（
勝
山
）

　
　
　
　
　
　
　

三
浦
清
秀
（
足
和
田)

　

渡
辺
綱
樹（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
和
仁
（
足
和
田)

　
　

団　
　

員　

堀
内
伸
悟
（
大
石)

　
　

堀
内
広
邦（
大
石)

　
　
　
　
　
　
　

堀
内
一
也
（
大
石)

【
町
長
感
謝
状
】

　

・
退
職
消
防
団
幹
部　

　
　

団　
　

長　

渡
邊
藤
三
（
本
部
）

　
　

副

団

長　

朝
比
奈
吉
夫
（
本
部
）　

外
川　

満
（
本
部
）

　
　
　
　
　
　
　

小
佐
野
公
夫
（
本
部
）　

渡
邉
正
文
（
本
部
）

　
　
　
　
　
　
　

伊
藤　

昇
（
本
部
）

　
　

分

団

長　

古
屋
修
一
（
小
立
）　
　

梶
原
栄
治
（
大
石)

　
　
　
　
　
　
　

古
屋
清
晴
（
河
口)

　
　

小
佐
野
立（
勝
山
）

　
　
　
　
　
　
　

三
浦
征
治
朗
（
足
和
田)

　

　
　
　
　
　
　
　

石
川
信
一
（
上
九
一
色)

 

　
　

副
分
団
長　

渡
辺
美
男
（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

山
内
吉
夫
（
上
九
一
色)

 

　
　
　
　
　
　
　

　

・
消
防
思
想
の
普
及
に
貢
献
し
た
者

　
　

小
佐
野
栄
子
（
勝
山
）　

三
浦
登
美
子
（
長
浜
）

　
　

渡
辺
法
子
（
西
湖
）　

渡
辺
な
み
え
（
根
場
）　

　
　

渡
辺
美
野
子
（
大
嵐
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
団
長
表
彰
】

　

・
精　

勤　

章

　
　

副

部

長　

渡
邉
浩
二
（
勝
山
）　
　

小
池
哲
也
（
勝
山
）

　
　

班　
　

長　

渡
邉
一
仁
（
船
津)

　
　

渡
辺
治
彦（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

外
川
誠
司
（
小
立
）　
　

川
口　

稔
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
幸
視
（
小
立
）　
　

和
田
幸
治
（
勝
山
）

　
　
　
　
　
　
　

常
盤　

剛
（
足
和
田)

　

三
浦　

大（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

三
浦　

亨
（
足
和
田)

　
　

　
　
　
　
　
　
　

前
嶋
富
和
（
上
九
一
色)

 

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
秀
樹
（
上
九
一
色)

 
　
　

団　
　

員　

長
田
朋
之
（
船
津)

　
　

渡
邉
誠
士（
船
津)

　
　
　
　
　
　
　

堀
内　

隆
（
大
石)

　
　

霜
村
健
治（
大
石)

　
　
　
　
　
　
　

三
浦
寿
秋
（
河
口)

　
　

宮
下
王
里（
河
口)

　

　
　
　
　
　
　
　

流
石　

源
（
勝
山
）　
　

小
佐
野
一
磨
（
勝
山
）

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
大
三
（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
敏
史
（
上
九
一
色)

 

　
　
　
　
　
　
　

柏
木
淳
志
（
上
九
一
色)

 

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
一
雄
（
上
九
一
色)

 

　

・ 

勤　

続　

章

　
　

団　
　

員　

長
山　

誠
（
船
津)
　
　

渡
辺
一
哉（
船
津)

　
　
　
　
　
　
　

赤
池
勇
治
（
小
立
）　
　

外
川
尊
人
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

外
川
祐
嗣
（
小
立
）　
　

古
屋
侯
治
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

渡
邊
清
一
（
小
立
）　
　

渡
邊
敏
一
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

古
屋
将
英
（
小
立
）　
　

倉
沢
謙
一
（
小
立
）

　
　
　
　
　
　
　

倉
沢
敏
武
（
小
立
）　
　

　
　
　
　
　
　
　

宮
下
俊
一
郎
（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
庄
太
郎
（
足
和
田)

　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
和
也
（
足
和
田)

　

渡
辺
浩
基（
足
和
田)

山
梨
県
警
察
か
ら
感
謝
状

　

４
月
15
日
、
町
役
場
防
災
対
策
室
で
、
富
士
河
口
湖
町

の
交
通
死
亡
事
故
抑
止
５
０
０
日
に
対
し
て
県
警
本
部

長
か
ら
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
町
で
は
、
交
通
関
係

機
関
・
団
体
に
よ
る
街
頭
活
動
を
は
じ
め
、
交
通
指
導
員

等
に
よ
る
高
齢
者
、
児
童
、
園
児
な
ど
に
対
す
る
交
通
安

全
教
室
の
開
催
等
交
通
安
全
意
識
高
揚
活
動
を
積
極
的

に
し
た
と
し
て
そ
の
功
績
を
た
た
え
る
も
の
で
す
。
平

成
20
年
11
月
25
日
以
来
本
年
４
月
９
日
ま
で
の
５
０
０

日
間
交
通
死
亡
事
故
ゼ
ロ
を
達
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
も
こ
の
記
録
の
継
続
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。



町
役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ

学
校
教
育
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

環
境
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

企
画
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金
に
つ
い
て

浄
化
槽
設
置
事
業
補
助
金
に
つ
い
て

「
国
勢
調
査
」
の
調
査
員
を
募
集
し
ま
す
！

新
し
い
区
長
が
選
出
さ
れ
ま
し
た

　

勝
山
地
区
・
大
嵐
地
区
・
富
士
ヶ
嶺
の
３
地
区
で
、
平
成

22
年
４
月
１
日
か
ら
新
た
に
５
名
が
区
長
に
選
出
さ
れ
ま

し
た
。
地
域
の
振
興
と
住
み
よ
い
町
づ
く
り
の
た
め
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
勝
山
１
区
】
小
林
平
雄　

【
勝
山
２
区
】
小
佐
野
文
夫

【
勝
山
３
区
】
流
石
利
道　

【
大
嵐
地
区
】
渡
辺
三
木
郎

【
富
士
ヶ
嶺
区
】
伊
藤
正
夫

　

富
士
河
口
湖
町
で
は
、
幼
稚
園
教
育
の
振
興
に
資
す
る

た
め
、「
富
士
河
口
湖
町
私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金
」

を
導
入
し
、
保
護
者
負
担
の
軽
減
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
補
助
金
は
、
町
内
に
住
所
を
有
し
６
月
１
日
現
在

に
幼
稚
園
に
在
園
す
る
幼
児
の
保
護
者
を
対
象
と
し
て
お

り
、
以
下
の
要
件
で
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
補
助
金
の
交
付

申
請
は
、
通
園
し
て
い
る

幼
稚
園
が
取
り
ま
と
め

て
一
括
申
請
し
、
補
助
金

自
体
も
幼
稚
園
に
交
付

さ
れ
て
、
保
護
者
が
支
払

う
保
育
料
等
か
ら
減
免

す
る
形
と
な
り
ま
す
。

　

町
内
及
び
富
士
吉
田

市
の
幼
稚
園
に
は
、
こ
の

補
助
金
の
申
請
の
案
内

を
行
な
っ
て
い
ま
す
が
、

他
の
地
域
の
幼
稚
園
ま

で
は
周
知
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
他
地
区
の
幼
稚

園
に
通
園
し
て
い
る
ご
家
庭
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
幼
稚
園

も
し
く
は
町
の
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
へ
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

●
問
合
先　

学
校
教
育
課　

℡
72
‐
６
０
５
２

　

浄
化
槽
を
設
置
す
る
人
に
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

■
補
助
対
象
地
域　

町
内
全
域
。

※
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
区
域
を
除
き
ま
す
。

　

○
下
水
道
の
事
業
計
画
の
認
可
を
受
け
た
区
域

　

○
精
進
地
区
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
、
本
栖

　
　

地
区
地
域
し
尿
処
理
施
設
の
事
業
計
画
の
認
可
を
受

　
　

け
た
区
域

■
補
助
対
象
者

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
人
で
、
専
用
住
宅
に
50
人
槽
以

下
の
浄
化
槽
を
設
置
す
る
人
。

※
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、
補
助
の
対

　

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

○
確
認
申
請
又
は
浄
化
槽
設
置
の
届
出
を
行
わ
ず
に
浄

　
　

化
槽
を
設
置
す
る
人

　

○
販
売
の
目
的
で
浄
化
槽
付
住
宅
等
を
建
築
す
る
人

　

○
専
用
住
宅
又
は
土
地
の
借
受
人
で
、
浄
化
槽
設
置
に

　
　

関
し
て
貸
付
人
の
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
人

■
補
助
金
額

　

浄
化
槽
の
設
置
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
と
し
、

次
の
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

　

◆
５
人
槽　
　
　
　

３
３
２
０
０
０
円

　

◆
６
〜
７
人
槽　
　

４
１
４
０
０
０
円

　

◆
８
〜
50
人
槽　
　

５
４
８
０
０
０
円

■
補
助
金
の
返
還

　

○
不
正
の
手
段
に
よ
り
補
助
金
を
受
け
た
と
き
。

　

○
補
助
金
を
他
の
用
途
に
使
用
し
た
と
き
。

　

○
補
助
金
交
付
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

■
注
意
事
項

　

○
平
成
22
年
３
月
31
日
付
け
で
、
小
立
地
区
の
国
道
１

　
　

３
９
号
線
（
バ
イ
パ
ス
）
下
の
一
部
が
「
下
水
道
の
事

　
　

業
計
画
の
認
可
区
域
」
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

　
　

平
成
22
年
度
よ
り
補
助
対
象
外
の
区
域
に
な
り
ま
す
。

　

○
専
用
住
宅
と
は
、
主
に
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
又

　
　

は
延
べ
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
を
居
住
の
用
に
供

　
　

す
る
建
物
を
言
い
ま
す
。

　

○
補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
浄
化
槽
設
置
工
事
前
に
行

　
　

っ
て
く
だ
さ
い
。

・
工
事
が
完
了
し
た
ら
、
補
助
事
業
完
了
報
告
書
を
提
出

　

し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
先　

環
境
課　

℡
72
‐
３
１
６
９

　

５
年
に
一
度
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
が
、
10
月
１
日
現

在
で
行
わ
れ
ま
す
。
９
月
中
旬
か
ら
10
月
下
旬
に
、
国
勢
調

査
の
調
査
員
と
し
て
従
事
で
き
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

■
申
込
要
件　

　

○
満
20
歳
以
上
で
、
責
任
を
持
っ
て
調
査
活
動
が
で
き

　
　

る
健
康
な
方

　

○
調
査
で
知
り
得
た
事
な
ど
、秘
密
の
保
護
が
で
き
る
方

　

○
警
察
、
選
挙
、
税
務
事
務
に
従
事
し
て
い
な
い
方

■
募
集
期
間　

６
月
25
日(

金)

ま
で

■
業
務
内
容　

　

調
査
員
事
務
打
合
せ
会
へ
の
出
席

　

担
当
調
査
区
の
地
図
・
名
簿
の
作
成

　

調
査
票
の
配
布
、
回
収
、
整
理
と
提
出

当該年度町民税所得割額

　３４,５００円を超え

　　１８３,０００円以下の世帯

当該年度町民税所得割額

　３４,５００円以下の世帯

当該年度

　町民税所得割非課税世帯

当該年度町民税非課税世帯

１万円

２万円

５万円

６万円



福
祉
推
進
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

住
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
免
除
に
つ
い
て
の
お
し
ら
せ

子
ど
も
手
当
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た

住
基
カ
ー
ド
の
交
付
手
数
料
が
無
料
！

■
従
事
期
間　

９
月
中
旬
か
ら
10
月
下
旬

■
報　
　

酬　

国
の
基
準
に
よ
る
報
酬

●
問
合
先　
　

町
役
場
企
画
課 

地
域
情
報
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

℡
72-

１
１
２
９

　

N
H
K
で
は
、
一
定
の
障
害
を
持
っ
た
方
な
ど
を
対
象

に
放
送
受
信
料
の
全
額
・
半
額
免
除
を
お
こ
な
っ
て
い
ま

す
。

■
全
額
免
除
の
対
象
に
な
る
世
帯

　

○
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
が
世
帯
に
お
り
、
世
帯

　
　

員
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
の
世
帯

　

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

　
　

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
援
護
・

　
　

支
援
給
付
を
受
け
て
い
る
世
帯

　

○
生
活
保
護
世
帯

■
半
額
免
除
の
対
象
に
な
る
世
帯

　

○
世
帯
主
が
「
視
覚
障
害
」
ま
た
は
「
聴
覚
障
害
」
の
身
体

　
　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
世
帯

　

○
世
帯
主
が
身
体
障
害
者
手
帳
１
、２
級
、療
育
手
帳
A
、

　
　

又
は
精
神
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
世
帯

※
申
請
は
町
役
場
福
祉
推
進
課
に
て
証
明
を
受
け
た
の
ち
、

　

N
H
K
甲
府
放
送
局
ま
で
申
請
書
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

■
な
お
、
全
額
免
除
の
対
象
世
帯
は｢

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送

　

受
信
の
た
め
の
支
援｣

と
し
て
、
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
の

　

給
付
等
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
N
H
K
放

　

送
受
信
料
免
除
申
請
と
併
せ
て
ご
申
請
い
た
だ
け
ま
す
。

●
問
合
先　

N
H
K
甲
府
放
送
局

　
　
　
　
　
　
　

℡
０
５
５-

２
２
２-

１
３
１
６

　
　
　
　
　

地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

℡
０
５
７
０-

０
３
３
８
４
０

　
　
　
　
　

役
場
福
祉
推
進
課　

℡
72-

６
０
２
８

◇
児
童
手
当
制
度
か
ら
子
ど
も
手
当
制
度
へ

　

子
ど
も
手
当
は
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や

か
な
育
ち
を
社
会
全
体
で
応
援
す
る
た
め
、
中
学
校
修
了

ま
で
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
月
額
１
万
３
千
円
を
保
護
者

等
に
支
給
す
る
制
度
で
す
。

◇
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す

◆
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
た
方

　

本
年
３
月
ま
で
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

基
本
的
に
、
児
童
手
当
の
支
給
対
象
児
童
に
つ
い
て
手
続

き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
新
た
に
子
ど
も
手
当
の

対
象
と
な
る
子
ど
も
（
原
則
と
し
て
中
学
２
年
生
と
中
学

３
年
生
）
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
場
合
に
は
、
額
改
定
認
定
請
求

書
の
申
請
手
続
が
必
要
で
す
。

◆
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
方

　

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
方
で
、
子
ど
も

手
当
の
支
給
の
対
象
と
な
る
中
学
修
了
前
ま
で
の
子
ど
も

を
養
育
さ
れ
て
い
る
方
が
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け

る
た
め
に
は
、
子
ど
も
手
当
認
定
請
求
書
の
申
請
手
続
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
場
所　

役
場
住
民
課
及
び
各
出
張
所

■
申
請
書
に
必
要
な
添
付
書
類

　

○
健
康
被
保
険
者
証
の
写
し
等

　

○
銀
行
口
座
の
写
し(

請
求
者
名
義
の
口
座)

　

○
別
居
し
て
い
る
場
合
等
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
書

　
　

類
が
あ
り
ま
す
の
で
住
民
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ

　
　

い
。

■
支
払
期
月　

６
月
、
10
月
、
２
月

　
　
　
　
　

（
前
月
分
ま
で
の
手
当
を
お
支
払
い
し
ま
す
。）

※
５
月
14
日
ま
で
に
既
に
申
請
を
な
さ
れ
た
方
は
、
本
年

　

６
月
期
は
４
月
分
と
５
月
分
の
２
ヶ
月
分
の
お
支
払
い

　

と
な
り
、
10
月
期
以
降
は
４
ヶ
月
分
の
お
支
払
い
と
な

　

り
ま
す
。

■
申
請
期
限　

９
月
30
日
ま
で

■
所
得
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。

■
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
の

　

で
、
勤
務
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
問
合
先　

住
民
課　
　

℡
72-

１
１
１
４

※
子
ど
も
手
当
の
受
給
資
格
者
は
、
子
ど
も
を
監
護
し
、
か

　

つ
、
生
計
を
同
一
に
す
る
父
又
は
母
等
で
す
。
父
母
に
養

　

育
さ
れ
て
い
な
い
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
を
監

　

護
し
、
か
つ
、
生
計
を
維
持
す
る
方
と
な
り
ま
す
。

※
子
ど
も
手
当
制
度
の
開
始
に
伴
い
、
４
月
以
降
、
原
則
と

　

し
て
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
児
童
手
当
の

　

受
給
資
格
者
に
つ
い
て
は
、
本
年
６
月
に
限
り
、
子
ど
も

　

手
当
と
は
別
に
平
成
21
年
度
分
の
児
童
手
当
（
平
成
22

　

年
2
月
分
と
3
月
分
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

町
で
は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー
ド
）
の
普

及
促
進
を
図
る
た
め
、
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
、
新
規
の

申
請
に
基
づ
く
住
基
カ
ー
ド
交
付
手
数
料
を
「
無
料
」
と
し

ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　

○
写
真　

１
枚　

縦
４
・
５
㎝
×
横
３
・
５
㎝
無
帽
・
正

　
　

面
・
無
背
景　

（
写
真
付
住
基
カ
ー
ド
希
望
者
の
み
）

　

○
本
人
確
認
書
類　

免
許
証
又
は
パ
ス
ポ
ー
ト

　
　

あ
る
い
は
保
険
証
、
年
金
証
書
、
預
金
通
帳
な
ど
２
点

　

○
印
鑑

■
受
付
時
間　

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

●
問
合
先　

住
民
課　

℡
72
‐
１
１
１
４

※
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
は
公
的
身
分
証
明
書
と
し
て
利

　

用
で
き
ま
す
。


